
水道施設の災害対策に対する財政支援について

○ 水道施設が甚大な被害を受けた阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震、能登半島地震、豪雨災害等の経験を踏まえ、災害対策は必要不可欠と再認識

○ 水道施設の災害対策は、広く地域の防災機能強化に寄与するものであり、全てを水道事業者が負担することのないよう支援が必要課 題

停電による断水個数
76.3万戸

(総断水戸数の30%)

主要浄水場に自家発電設備を
設置していた被災事業者の割合

65.7%

水源被害があった津波被災事業者の
復旧日数

92日
(全平均は12日)

JWWA

要望事項 １

災害救助法における応急給水の費用負担対象拡大

・医療機関や福祉施設等における受水槽等への給水及び応援活動に係る

対応職員の特殊勤務手当を費用負担の対象とすること 〔要望事項(10)〕

〈現状〉 ・災害救助法では時間外勤務手当は費用負担の対象、特殊勤務手当は
対象外、日本水道協会の手引では特殊勤務手当も対象

災害時の費用負担区分について、日本水道協会が示す内容と災害救助法
の内容に違いがあり、精算の事務処理が煩雑化

防災対策事業債及び緊急防災・減災事業債の適用

・「南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域」等に指定されている地域について、

普通会計債の防災対策事業債及び緊急防災・減災事業債を水道事業まで拡大

すること 〔要望事項(８)〕

・水道事業において災害復旧事業債を活用した場合の特別交付税措置について、

全ての市町村を対象とするとともに、採択要件を緩和すること 〔要望事項(９)〕

要 望

要 望

〈現状〉・東日本大震災では、送水管など重要管路のバックアップがなかった地域で影響が長期化
・津波や広域停電など想定外の事態が発生

厚生労働省「東日本大震災水道施設の被害状況調査最終報告書」より

◆ 東日本大震災の被害状況

経験を踏まえ、より強力な災害対策の推進が急務！

・近年激甚化する風水害や大規模地震への対策として、水道施設の停電、土砂災害、浸水災害対策及び水道
施設、管路の耐震化について、時速的かつ安定的な財政支援を図ること 〔要望事項(１)〕

・「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」に基づく財政支援の採択基準における資本
単価等の要件の撤廃、交付対象事業の拡大及び期間を延長すること 〔要望事項(２)〕

・土砂災害、山地災害、浸水災害等の指定区域から水道施設を移転する場合においても、財政支援の
適用が可能となるよう要件の拡充を図ること 〔要望事項(３)〕

・管路のループ化や多重化事業など、災害時におけるバックアップ機能を備えるための事業を

補助対象とすること 〔要望事項(４)〕

・配水場の場内連絡管の耐震化対策に係る費用を補助対象とするとともに、伸縮可とう管をその

対象に含め、複数年にわたる事業にも対応が可能とすること 〔要望事項(５)〕

・応急給水用資機材等や加圧式給水車の整備または更新に係る費用を補助対象とすること〔要望事項(６)〕

・自家発電設備の設置、維持管理に対する補助メニューの充実を図ること 〔要望事項(７)〕

要 望

宮城県企業局

φ2400mm送水管
伸縮継手離脱による漏水

石巻地方広域水道企業団

φ300mmDIP(耐震継手)配水管
津波で仮復旧の舗装が流出したが、

漏水はなかった

財政支援の拡充


